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１月 20 日（火） 
１９：００～19：50 

常盤台地域 
センター 

９名 

○ マスタープラン（案）について 

現在進められている建替え予定
の建物とマスタープランの整合に
関するご質問をいただきました。 

 

２月１3 日（金） 
１９：００～20：15 

常盤台地域 
センター 

委 員 
13 名 

① アンケート調査［第３回］の結果報告 
② 第２回地域懇談会の報告 
③ ワークショップ： 

マスタープラン（修正案）の確認 
④ 区への提言に向けて 

○ まちづくりの目標・方針・方針図の評価は、全ての項目で「良いと思う」の傾向にありました。 

※調査結果の詳細は、板橋区役所ホームページ（または上記の二次元コードを参照）をご覧ください 

 

 

 

 

［道路・交通拠点］ 

・北口駅前広場および公共交通の整備・充実と、自転車利活用環境の向上 

 

［道路・交通軸］ 

・東武東上線の立体化の促進 

・安全で円滑に移動できるゆとりある道路空間と、だれもが歩きやすい歩行者空間の整備 

 

［安心・安全ゾーン（地区全体）］ 

・防災・防犯の設備や機能、体制の整備・充実 

・交通ルールやゴミ出し等のルール・マナーの周知・啓発の推進と、地域連携による明るい

環境づくりの推進 

 

［商業・にぎわい・文化拠点／ゾーン］ 

・商業の充実による商店街の活性化と、買い物利便性の向上 

・お祭りやイベントの継続・拡充による魅力・にぎわいの創出と、「絵本のまち板橋」の魅

力発信 

 

［みどり・公共施設・住環境拠点/ゾーン］ 

・人々の憩いの場となる広場や公園等のみどりの空間の充実と維持管理、鉄道沿線のみどり

の空間の創出・誘導 

・平和公園、中央図書館、教育科学館等の公共施設・行政サービス機能の維持・充実 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
上板橋駅北口周辺地区では、令和６年３月に地元町会、商店会の代表者、公募委員の

計14名による「上板橋駅北口周辺地区まちづくり協議会」を設立し、地区の現況・課題

や将来のまちづくりについて、地域住民の意見も幅広く取り入れながら、ワークショッ

プ形式で協議と検討を重ねてきました。 

この度、約２年間にわたる検討の成果をまとめ、「上板橋駅北口周辺地区まちづくりマ

スタープラン」を策定し、板橋区への「提言」を行いました。 

 

 

令和８年３月27日（金）に、上板橋駅

北口周辺地区まちづくり協議会会長か

ら板橋区長へ「上板橋駅北口周辺地区ま

ちづくりマスタープラン」の提言を行い

ました。 

今後、板橋区はマスタープランの提言

を受け、まちづくり計画を策定していく

予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上板橋駅北口周辺地区まちづくり協議会 事務局 

板橋区まちづくり推進室 鉄道立体化推進課 東上線沿線まちづくり担当 

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番１号 

Tel:03-3579-2587 E-mail:m-trtk@city.itabashi.tokyo.jp 

 お問い合わせ 

「拠点（点）」、「軸（線）」、「ゾーン（面）」
により、まちの骨格を形成します。 

※対象範囲は、南側が東武東上線、北側が富士見街道、
東側が平和公園、西側が環状八号線付近等に囲まれた、
約24ha のエリアです。 

「まちづくりマスター
プラン」の詳細は、板
橋区役所ホームページ
をご覧ください。 
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上板橋駅北口周辺地区まちづくりマスタープランの体系は、まちの将来像とまちづくりの目標、
まちづくりの課題、まちづくりの方針と提言等で構成されており、以下のように整理します。 

防災・防犯対策が講じられ、ご近所
の顔が見える安心・安全な環境の
整備 

だれもがルール・マナーを守る、明
るい環境づくりの推進 

 

お祭りやイベント・絵本を中心と
した、魅力・にぎわいの創出 

人々が集い、多世代が交流するコ
ミュニティの形成 

みどりがあふれ、人々の憩いの場
となるまちの創出 

便利な行政サービスと公共施設の
充実 

だれもが住み続けたくなる住み心 
地が良い環境づくりの推進 

教育環境が充実した、子育てにや
さしいまちづくりの推進 

● 商業の充実と、商店街の活性化 

● 買い物利便性の向上 

方針１ 

● お祭りやイベント等の継続・拡充 

● 「絵本のまち板橋」の魅力発信 

方針２ 

● 多世代が交流するコミュニティの充実 方針３ 

● 広場や公園等のみどりの空間の充実と維

持管理 

● 公共施設・行政サービス機能の維持・充実 方針２ 

● 良好な住環境の維持・充実 方針３ 

● 子育て・教育環境の充実 方針４ 

● 防災設備や機能、体制の整備・充実 

● 防犯設備や機能の整備・充実 

● 住民等へのルール・マナーの周知・啓発 

● 明るい環境づくりの推進 

方針１ 

方針２ 

まちの将来像とまちづくりの目標 まちづくりの方針と提言 

まちの将来像 
● 公共交通の整備・充実 

● 駅前広場の再整備・充実 

● 自転車利活用環境の向上 

● 先進技術への対応 

駅前を中心とした交通拠点機能の
充実による交通利便性の向上 

方針１ 

● 安全で円滑に移動できる道路空間・歩行者

空間の整備 

ゆとりある道路空間と、だれもが
歩きやすい歩行者空間の創出 

方針２ 

●  南北を安全かつ円滑に往来できる
一体的なまちづくりの推進 

方針３ 

まちづくりの目標 

まちづくりの課題 

方針１ 

 

・防災性の向上 

・防犯性の向上 

・  

 

課題２ 

 

 

 

 

 

商業が充実し、 

多世代が交流する 

活気あふれるまち 

目標３ 

 

 

 

みどりがあふれ、 

だれもが 

住み続けたくなるまち 

目標４ 

 

 

 

災害に強く、 

治安の良い、 

明るいまち 

目標２ 

 

 

 

円滑で安全な 

道路・交通環境が 

確保されたまち 

目標１  

・道路・踏切の改善 

・自転車・自動車交通

の改善 

・公共交通の充実 

・駅前広場の改善 

課題１ 

 

・  

・祭り・イベントの継

続・拡充 

・  

課題３ 

 

・  

・公園・広場等の充実・

維持管理 

・住環境の維持・充実 

・子育て・教育環境の

充実 

課題４ 
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安心・安全
 

テーマ２ 

道路・交通
 

テーマ１ 

商業・ 
にぎわい・

文化 

テーマ３ 

みどり・ 
公共施設・
住環境 

テーマ４ 


